
食料供給基盤保全管理対策支援事業実施要綱

平成２１年４月１日付け２０農振第２３３１号

農林水産事務次官依命通知

第１ 趣旨

世界の食料需給は、世界的な人口の増加、農産物の国際価格の高騰などの影響から、

中長期的にひっ迫するおそれが高まっており、今後、国内農業において安全で信頼性の

高い食料供給力の強化と食料自給率の向上に向けた取組を一層強化していく必要がある。

食料供給力の一層の強化のためには、これを構成する農地・農業用水、担い手、技術

という、要素ごとに現状を分析し、実効ある対策を講じることが重要である。特に、農

地・農業用水が有する食料供給の機能は、国民へ安全で信頼性の高い食料供給基盤とし

て、また効率的かつ安定的な経営体が先進的な技術を駆使しながら農業経営を展開する

基礎的条件として、極めて重要な機能である。

このため、その現状を調査・分析評価し、その結果を関係者が共有し、必要な対策を

講じるための基礎情報としていくことが重要である。また、そのような機能が、我が国

の多様な立地条件や重要品目の生産条件等に対する適合性（以下「現地適合性」とい

う。）を有しているかを検証していく必要がある。

このようなことから、農地、農業用水、農業水利施設等の適切な保全管理を通じた安

全で信頼性の高い食料の安定供給の機能等について、民間団体が有する知見と技術を活

用し、地域レベルで普及している効果的な取組等について多様な調査を行い、その機能

の分析評価を行うこととする。また、これらの成果のデータを整備し、関係機関等に提

供・共有するとともに、機能評価結果等について現地適合性の検証を支援することで、

農地・農業用水の保全管理を通じた食料供給力の確保等に資することとする。

第２ 事業の実施方針

本事業は、農地、農業用水、農業水利施設等の適切な保全管理を通じた安全で信頼性

の高い食料の安定供給の確保等のため、関係者との連携の下に実施し、成果を共有する

ものとする。

第３ 事業内容

本事業で実施する事業内容は、別表の「事業内容」の欄に掲げるとおりとする。

第４ 事業実施主体

本事業の実施主体は、別表の「事業実施主体」の欄に掲げるとおりとする。

第５ 採択要件

本事業の採択に当たっては、別表の「採択要件」の欄に掲げるすべての要件を満たす

ものとする。



第６ 事業実施期間

本事業の実施期間は、平成21年度から平成25年度までの５年間とする。

第７ 事業実施手続

１ 事業実施主体は、本事業を実施しようとするときは、農林水産省農村振興局長（以

下「農村振興局長」という。）が別に定めるところにより、事業実施採択申請書を作

成し、事業実施計画書その他必要な書類を添付の上、地方農政局長等（北海道にあっ

ては農村振興局長、沖縄県にあっては内閣府沖縄総合事務局長、その他の都府県にあ

っては地方農政局長をいう。以下同じ。）に提出するものとする。

２ 地方農政局長等は、１により提出のあった事業実施採択申請書を審査の上、本事業

を実施させることが適当であると認めるときは、事業実施主体に対して事業採択の通

知を行うものとする。

３ 事業実施主体は、事業計画の重要な部分の変更を行うときは、農村振興局長が別に

定めるところにより事業計画変更承認申請書を作成し、事業実施計画書その他必要な

書類を添付の上、地方農政局長等の承認を受けるものとする。

第８ 助成

国は、予算の範囲内で本事業に必要となる経費について、別に定めるところにより、

事業実施主体に助成するものとする。

第９ 事業実施結果の報告

事業実施主体は、毎年度、本事業の実施結果を、農村振興局長が別に定めるところに

より、地方農政局長等に報告するものとする。

第10 事業の評価

１ 事業実施主体は、農村振興局長が別に定めるところにより、事業の評価を行い、地

方農政局長等に報告するものとする。

２ 地方農政局長等は、１により報告を受けたときは、その結果を踏まえ、翌年度の本

事業の適正な執行に配慮するものとする。

第11 推進指導

１ 国は、農林水産省本省及び地方農政局並びに内閣府沖縄総合事務局における推進指

導体制を整備するとともに、関係部局等が一体となって、本事業の実施についての推

進指導に当たるものとする。

２ 国は、本事業の効果的かつ適正な執行を確保するため、本事業について、関係者以

外の者の意見を聴取するものとする。

第12 他事業との連携

本事業は、事業の円滑かつ効果的な事業の推進を図る観点から、次に掲げる事業との

連携に留意の上実施するものとする。



１ 水土里情報利活用促進事業

２ 農地情報共有化支援事業

第13 委任

本事業の実施に当たっては、この要綱に定めるもののほか、農村振興局長が別に定め

るところによるものとする。



別表

事 業 内 容 事 業 実 施 主 体 採 択 要 件

本事業は、農地、農業用水、農業 本事業の事業実施主体は、以下に掲げる団体のうち、地方農政局長等が 本事業の採択要件は、次に
水利施設等の適切な保全管理を通じ 別に定める公募要領により応募したもの中から選定された団体とする。 掲げる要件を全て満たすもの
た安全で信頼性の高い食料の安定供 とする。
給の確保等のため、次の内容を実施 農業協同組合連合会
できるものとする。 農業協同組合 １ 農地、農業用水、農業水

全国農業会議所 利施設等の適切な保全管理
１ 調査計画の策定等 農業会議 を通じた安全で信頼性の高
（１）食料供給基盤の保全管理等の 農業委員会 い食料の安定供給等に効果

ための調査 農事組合法人（農業協同組合法（昭和22年法律第132号）第72条の８第 が見込まれること。
（２）２に掲げる調査及び評価の計 １項に規定する事業を行う法人をいう）

画等の策定のための地域農業政 農業生産法人（農地法（昭和27年法律第229号）第２条第７項に規定す ２ 事業実施計画に基づく事
策等に関する調査 る法人をいう。） 業が、事業実施期間以内に

特定農業団体（農業経営基盤強化促進法（昭和55年法律第65号）第23条 完了することが見込まれる
２ 農地・農業用水が有する安全で 第４項に規定する団体をいう。） ものであること。
信頼性の高い食料の安定供給の機 ＮＰＯ法人（特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第２条第２
能等の調査及び評価 項に規定する法人をいう。） ３ その他

（１）機能調査 一般社団法人又は一般財団法人 農村振興局長が別に定め
（２）機能評価 独立行政法人（独立行政法人通則法（平成11年法律第103号）第２条１ る承認基準に適合するもの
（３）機能調査及び機能評価結果デ 項に規定する法人） であること。

ータの整備等 土地改良区
土地改良事業団体連合会

３ 農地・農業用水が有する安全で 大学（学校教育法昭和22年法律第26号第83条１項または第108条第１項
信頼性の高い食料の安定供給の機 に規定する大学）
能等の調査及び評価結果に係る現 その他農地、農業用水、農業水利施設の適切な保全管理を通じた食料の
地適合性試験 安定供給又は多面的機能の発揮に向けた活動を行う団体（農村振興局長が

（１）機能調査及び機能評価に基づ 別に定めるものに限る。）
く現地適合性試験

（２）機能調査及び機能評価に基づ
く保全管理手法の検討
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